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ｰ

ｰ



①

接見禁止請求あり

勾 留 請 求 書

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁 判 官 殿

一一~、

千葉 方検察庁

検察官検

下記被疑者に対する 道路交通法違反 被疑事件につき，被疑者の勾留を請求する。

なお，被疑者欄中年齢，職業若しくは住居又は被疑事実の要旨欄のうち空欄は，逮捕
ｰ

状請求書記載のとおりである。

記

被 疑 者

氏 名

年 齢

職 業

1

氏
年

職
住

自称アイルトン マンセル（別添写真の男）（※添〃省泌リ

自称1964年7月20日(54歳）

運転手

居 不 定

ー

’ I30．9．1

~

Iロノ

口
・請求時刻を記載し，地裁は「令状（む)」

します（簡裁は「令状（る)｣)。

～



①

2 被疑事実の要旨

別紙記載のとおり。（※添〃省婚ノ

3 勾留すべき刑事施設

千葉県千葉中央警察署留置施設

4 被疑者に弁護人があるときは，その氏名

5 被疑者が現行犯人として逮捕された者であるときは，罪を犯したことを疑う

に足りる相当な理由
ｰ

6 刑事訴訟法第60条第1項各号に定める事由

刑事訴訟法第60条第1項第 1，2，3 号

7 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって刑事訴訟法に定める時間

の制限に従うことができなかったときは，その事由

ｰ

別添司法警察員の 年 月 日付け報告書記載のとおり。



②

接見禁止等請求書

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判 官 殿

篭千
全

法務太'＠令菫
目

、

被疑者自称アイルトン マンセル（千葉県千葉中央警察署留置施設収容中）に対する

道路交通法違反被疑事件につき,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，

被疑者と刑事訴訟法第39条第1項に規定する者以外の者（ただし，被疑者の勾留され

ている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及び同会委員並びに被疑者の勾留されて

いる留置施設に係る留置施設視察委員会及び同会委員を除く｡）との交通につき，下記事

ｰ

今

項に関する裁判をされたい。

記

1 接見の禁止（ただしブラジル連邦共和国領事官を除く｡）

2 書類又は物（糧食，寝具及び衣類を除く｡）の授受の禁止ー

I ’30．9．1

）

■
、壷：

「
! ー

刻の記載は不要です。



ヨ

③

※ 別綴r綴疑募実の要旨ノr別添写真ノは添〃省略

指揮印

勾 留 状

自称アイルトン マンセル（別添写真の男）

自称1964年7月20日生

氏 名

年 齢

住 居

職 業

延長

被疑者
不定

運転手

被疑者に対する道路交通法違反被疑事件について，同人を千葉中央警察署留置施設に勾留する。
延長

■

被疑事実の要旨 別紙のとおりー

刑事訴訟法60条1項

各号に定める事由
次葉のとおり

平成30年9月8日 まで有効期間

この令状は，有効期間経過後は，その執行に着手することができない。この場合には，これを
当裁判所に返還しなければならない。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判官 館 山 春

ｰ

勾留請求の年月日 平成30年9月1日
I

平成 年 月 日 午 時 分
執行した年月日時及び
場所

１
１

１
Ⅱ

記名押印

執行することができなかっ

たときはその事由
一一＝q■■■一画q■一 q■q■ ーー q■ ー q■ ー q■ ーq■ーq■ ーq■ ー q■■■ ーーq■ ー＝ ー ー ー ーq■ーq■q■＝ ー 一 画 ＝q■ ーﾛ■ー ﾛ■ 一一 ﾛ■ 一画q■■■ーーq■ ー＝■■q■ ＝q■q■q■ー q■q■＝

平成 年 月 日

記名押印

平成 年 月 日 午 時 分
勾留した年月日時及び

取扱者

(被疑者用）1

(被疑者 自称アイルトン マンセル）



③

刑事訴訟法60条1項各号に定める事由

下記の Z，2，3 号に当たる。

1 被疑者が定まった住居を有しない。

2 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。

3 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

勾 留 期 間 の 延 長

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

由ｳー 由 理理

平成 年 月 日

裁判所

裁判官

平成 年 月 日

裁判所

裁判官

勾留状を検察官に交付した年月日 勾留状を検察官に交付した年月日

平成 年 月 日ｰ
平成 年 月 日

裁判所書記官 裁判所書記官

勾留状を被疑者に示した年月日時 勾留状を被疑者に示した年月日時

平成 年 月 日 午 時 分平成 年 月 日 午 時 分

刑事施設職員 刑事施設職員

2

(被疑者 自称アイルトン マンセル）



裁判官認印

聿冒

勾 質 問 調留

被疑者 自称アイルトン マンセル

被疑者に対する道路交通法違反被疑事件について，平成30年9月1日千葉地方
裁判所において，

裁 判 官 館 山 春 子 は，
裁判所書記官 船 橋 太 郎 を

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。

問 氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。
答 勾留請求書記載のとおり

ー

裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があったが，これに対して何
か述べることはないですか。

答 裏第ぼそのとおり厳達'1あり美せんb

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人 併護士･外国法事務弁護t共同

法人を含む｡）又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びそ
の申出先を教示し，また，国選弁護人選任請求権を告げ，弁護人の選任を請求する
には資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるとき
は，あらかじめ，千葉県弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない

旨を教示し，勾留した場合の通知先を尋ねたところ，
答 勾留通知先は 必要あり妄せﾝ｛

ー

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。

被疑者 アイノZzトン マンセノZz

ユー

前同日同庁

裁判所書記

･不絹即日

同日

’
|‘ _－」一一 一望－ －－面 一 一



⑤

裁判官認印

圭
昌

通 訳 人 尋 問 調

被疑者 自称アイルトン マンセル

被疑事件 道路交通法違反

尋問をした年月日 平成30年9月1日

尋問をした場所 千葉地方裁判所

裁 判 官 館 山 春 子

裁判所書記官 船 橋 太 郎

人定尋問

氏 名 東金さとし

年 齢 昭和23年4月25日生

職 業 通訳業

住 居 千葉県○○市△△3－4－5

尋問及び供述

裁 判 官

被疑者は，国語に通じないので，勾留質問についてポルトガル語による通訳

を命じます。

承知しました。

ー

以上のとおり読み聞かせたところ,相違ない旨申し立て,署名押印した。

通訳人 東金ざと④
ヒーロ

前同日同庁

裁判所書記官 船 橋 郎⑤太



⑤

せ ん

官

書と

官の

ま す。

問
書
印

通 訳

宣 誓

認 印

人
書

で

尋
を
契

調
記
し

‐

りようしん したが せ い じ つ つ う や く

良心に従って誠実に通訳する
。

捌哲一目 います。とを

声
」

拝
毎画

’宣 誓 書 は

■
ー

ミーノ

一

通 訳 人 東金 ざ と



⑥

平成30年（む）第5677号

止 決 定禁接 見 等

千葉中央警察署留置施設 収容中

被 疑 者 自称アイルトン マンセル

被疑事件 道路交通法違反

1房“ゞ上記被疑事件について，刑事訴訟法8 1条に掲げる理由が ある

察官の請求により，被疑者と同法39条1項に規定する者以外の者（ただし，被

疑者の勾留されている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及びその委員，被

疑者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察委員会及びその委員並びにブ

ラジル連邦共和国領事官を除く。）との接見及び文書（ただし，公刊されており，

かつ，書込みがない新聞 雑誌及び書籍を除く。）の授受を公訴提起に至るまでの

ー

間禁止する。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判官 館 春山

ー

卿同検察庁に謄本送付済裁判所書記⑳

Fi~－~‐ 鋤
謬し，手入力しま

H
”

噌鼠 ・藤下 畠

琴 セ,遷壁 錘 姓 i

し，手入力します



⑥

平成30年（む）第5677号

止 決 定禁接 見 等

千葉中央警察署留置施設 収容中

被疑 者 自称アイルトン マンセル

被疑事件 道路交通法違反

上記被疑事件について，刑事訴訟法81条に掲げる理由があるものと認め，検

察官の請求により，被疑者と同法39条1項に規定する者以外の者（ただし，被

疑者の勾留されている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及びその委員，被

疑者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察委員会及びその委員並びにブ

ラジル連邦共和国領事官を除く。）との接見及び文書（ただし，公刊されており，

かつ，書込みがない新聞 雑誌及び書籍を除く。）の授受を公訴提起に至るまでの

ー

間禁止する。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

春裁判官 館 山 子

ー

これは謄本である。

前同日同庁

裁判所書記官 船 橋 太



⑦

平成30年（む）第5677号

告 書送 達 報

接見等禁止決定謄本1通

被疑者 自称アイルトン マンセル

送達書類

受送達者

⑬ 3時 20分，受送達者に対し，日午前上記の書類は，平成30年9月1日』

当庁においてこれを交付して送達した。ｰ

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判所書記官 船 橋 太
ー

。アイル人ン マンセ〃／書類受領者



⑧

平成30年9月1日

勾 留 通 知

。◎。◎ 殿

千葉地方裁判所

裁判所書記官 船 橋 太

被疑者自称アイルトン マンセルに対する道路交通法違反被疑事件について，同

人が平成30年9月1日千葉中央警察署留置施設に勾留されたから通知します。ー

問い合わせは，検察庁又は勾留場所にしてください。

問い合わせるときは，必ず勾留の年月日と被疑者の氏名を申し出てください。

裁判所は,事件内容の説明や被疑者あての現金,手紙などの取次はいたしません。

（問い合わせ先）

千葉地方検察庁

千葉中央警察署留置施設

１
０

７
１

０
１

２
０

－

－
１

４

２
４

２
２

一
一

３
３

４
４

０
０

ｰ



〃

請求者欄に記載されている内容が正しいか通訳人に確

認してもらいます。
⑨

計
郵
裁
諾

利
判
謝

馴
費
金通 訳 料 請 求

住 所 〆
千葉県○○市△△3－4－5

請
求

者

千葉地方裁判所 御中
（フリガナ）

ﾄｳｶﾞ神トシ
氏 名 東金さとし

平成30年（む）第1233号被疑者自称アイルトン マンセルに対する道路交通法違反被疑事
件について，通訳料を請求します。

平成30年 9月 Z日

通 訳 の 種 類通 訳 に 従 事 し た 年 月 日

ポルトガル語

自
至

年
年

０
０

３
３

成
成

平
平

月
月

９
９

日
日

Ｚ
Ｚ

定支 決給【巨冨ヨ

裁判官の押印は不要で

すが，押印してしまった

場合でも削除せず引き

継いでください。

支 給 額 平成30年 9月 Z日 すが，押印してし

場合でも削除せ

継いでください。
K 円計

事 、一額、金

円、

､“料尺
内

K詞、 謄妻爽琴 び地方消費税

、「
、

、
金額は空欄のままにし

ておきます。

＝

訳

、、
1

振込先金融機関名

口 座 番

ロ言金
別

預
種ー

普通

（フリガナ）
口 座 名 義

＝ ＝ロー ーー ーーー ＝一 一毛｡q■－－ 匂一 一一 一q■■ － 吟一 ■1■■毎●一 ‐1■4■争 口宅つ。 一宇 ■‐一一 ‐ー‐ ‐宇 缶。■ー一 一q■画＝一一 痔＝一 色由 一一 ＝ーq■一 一一 一一 中一 一 一画 一一 一＝q■ー＝ 幸一＝ ‐＝一一一 ‐＝ー＝ ー■ 口＝ 争一 一

’平成 年 月 日 小切手番号振込年月日

前記の支給額を領収しました。

平成 年 月 日

氏 名 印

備
考

源泉徴収税額 金

差 引 支 給 額 金

円
円

※「内訳」欄の「消費税及び地方消費税」の金額は，これを加算しない場合には

「－円」と記載する。



の

⑲ 通訳人が検察庁の被疑者調べを通さずに直接裁判所に出頭した場合，

料に加えて旅費.日当も裁判所が支給することになります|一
その場合は，旅費日当請求書も作成します。

裁判官の押印は不要ですが，押印してしまった場合でも削除せず引き

でください。

鰍
■

⑩

当 請 求 書通 訳 人 旅 費 日呈／

住 所
千葉県○○市△△3－4－5

（フリガナ）
ﾄｳｶﾞ朴トシ

氏 名 東金さとし

請
求

者

千葉地方裁判所 御中

平成30年（む）第1233号被疑者自称アイルトン マンセルに対する道路交通法違反被疑事件につい
て．旅費日当を請求します。 ，

平成30年 9月 Z日

出 頭 場 所

千葉地方裁判所

出 頭 年 月 日

平成30年 9月 Z日
匡写，」

定決支 給

平成30年 9月 Z日

係官印④
事

日当1日分

自

旅費
至

支 給 額

円計

由額金

円

片道 Km内

円

／
円

一
一

一

訳

ー

店行・金庫・組合振込先金融機関名

’
号

金
別 番

預
種 口

’

｜
」

－ ．－－ L－q －

一そ而奈~ぽ通訳科請求書,に準~C~で処理してください。

振込一戸ラーニ ー 弓〆

前記の支給額を領収しました。

平成 年 月 日
印氏 名

備
考



⑪

通 訳 人 立 会 表

平成 30 年 9 月 Z 日（土 曜日）立 会 年 月 日

震 金 さとし通 訳 人 氏 名

ポルトガル 語

一一三巨通 訳

五
口

二
冨
口

開始午前⑬

終了午前G髪

時
時

３
３

分
分

０
５

０
１時 間立 会

旅費につき次のとおり確認した。
(旅養日当を裁判所で支給する場合のみ確麗）

ZICカード利用あり ロICカード利用なし

ヌ

ｰ

考備

／

／
の

裁判所から通訳人に対し，

旅費日当を支給する事案

の場合，通訳人にIC

カード利用の有無を確認

してください。

11
ｰ

ｰ



⑫

会

菫雨

に 関 す る 照通 報 の 要

被疑者 自称アイノZz人ン マンセル

国民として領事関係に関するウィーン条約第ブラジル連邦共和且あなたは，

36条第1項(b)の規定に基づき，拘禁された事実を貴国の領事機関に通報する

ことを要請することができます。

要請するかどうかを回答書に記入してください。

なお，当該領事機関に対しては，我が国の法令に反しない限り，信書を発するこ
ー

とができます。

千葉地方裁判所

答回

平成30年9月Z日

被疑者に記入させ，署名指

印を受けます。

千葉地方裁判所 御中

:拘禁者氏:二二
/ rn捜査‘

I▼

の
ー

マンセ/j/
、 玄

①=蕊駕琴纏雛養篁
段階で通報を要請しない旨照会手続

を経ているものは，裁判所で改めて

の通報手続は不要です。

・裁判所での照会手続のために本用

要請します。

通報することを

要請しません。

紙を使用する場合，

用紙を使用します

I -~rl ｡
注：該当する文字を○で囲むこと。 用；批を使用L

α， 』…燗報忽 ■■■
“に通緬0．9．Z漬事宮に遁穀した旨○○譽

ノ

３
３

▼、
’通報手続をしたら，余白に書記官がその旨を記入押印します。



⑬

平成30年 9月 Z日

ブラジル連荊共諏7国 領事館 殿

千葉地方裁判所

裁判所書記官 船 橋 太 ！

貴国国民の身柄の拘束について（通知）

ｰ

標記について，下記の者を拘禁したので通知します。

記

平成30年 9月 Z日禁 の 日 時拘1

自称アイノZ/メン マンセノノ／被拘禁者の氏名2

(西暦自称Z95裂年 7月20日生）

道路交邇法違反罪 名3

Lロ

勾 留拘 禁 の 種 類4

ヂ糞ゆ央 警察署留置施設禁 の 場 所拘5

q

千葉地方裁判所裁判所の名称6

用します。

ノ

、_ノ

職印旧一

｜■ 麺


